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JANOGの個人情報保護対策
WG報告

• WG立ち上げの経緯
• WGでの議論点

– JANOGで扱う個人情報には何がある？
– JANOGは、個人情報取り扱い事業者に当たるのか。
– どこまでが、守るべき個人情報か。

• WGの成果
– JANOGの個人情報取扱いポリシー
– JANOGという任意団体として最低限やるべきところ。

• 参考：JANOG16での対応
– Webサイト、メール確認など。

• ご意見募集！！
• 謝辞



WG立ち上げの経緯
• 2005年2月15日の 1通のメール

– 立花＠鎌ヶ谷市さんより [janog:06006] 個人情報保護法の適
用範囲

– JANOGも何かしなくてはいけない？
• その後議論が。。

– JANOGで扱う個人情報とは？
– 個人情報取扱い事業者の定義は？
– グレーな面もあるが、JANOGとして何かやらなくてはならなそう
だね。。。

• とりあえず、議論をまとめるためにWGを運営委員主導
で立ち上げ。



WGでの議論
• JANOGで扱う個人情報には何がある？

– JANOGメーリングリスト配送用の電子メールアドレス
– JANOGの本会議・懇親会における登録情報
– MLアーカイブに残る情報
– システム運営にまつわる log情報

• JANOGは個人情報取扱い事業者に当たるのか。
– 経済産業省のガイドラインを参考に
– 電子メールも個人情報にあたると考えたほうがよい。
– 退会者も合わせれば5,000以上の登録者



WGでの議論(Cont.)と結論
• 弁護士さんへの相談の結果

– 電子メールは個人情報にあたると考えるべき
– 運営委員会の存在など、団体としての実態、しくみ、
ルールなどを整えている。

– 個人情報取扱い事業者と考えるべき
• 守るべき個人情報は。

– 先のスライドに示した個人情報すべて。
– 公開の有無は関係なし。
– 電子的に保存したものは、ほぼすべて個人データに
あたる。。



WGの成果のまとめ
• JANOGの個人情報取扱いポリシー

– これまでの運営方針は大きく変えず、個人情報取扱い事業者と
して最低限やるべきことをまとめて記述

– http://www.janog.gr.jp/doc/janog-comment/jc8.txt
• 法に基く公表事項の記述
• 取得個人情報とその利用目的について

• システム対応
– JANOGトップページからのポリシーへのリンク
– ML登録時のポリシー確認

• その他
– WGで議論された経緯とリンク集のまとめ
– http://www.janog.gr.jp/links/privacy-link.html



参考：JANOG16での対応
• ポリシーに基づき、本会
議登録においては、取
得個人情報の利用目的
を登録ページ上に明示

• 本会議などの登録情報
の取扱いと受付業務を
お願いした業務委託先
とは、個人情報の取扱
いについて、「個人情報
保護に関する契約」を運
営委員会と締結。



ご意見をお聞かせください！
• 今回のWGで検討した個人情報保護対策

– もっとこうしたほうがよい
– いまの対策では不十分
– 他のところではこんな風にやってます
などなど。

• これからの展望
– 改良するべきところはしていきます。
– が、JANOGとしてどこまでやるべきか。



謝辞
• 個人情報保護対策WGにご参加くださった方々、本当に
ありがとうございました！！！
– 文書の提供や弁護士さんとの打ち合わせにも参加していただい
た太田さん、竹澤さん、浜田(JCafe)さん

– 有益な議論を多数いただきました立花＠鎌ヶ谷市さん、ささきけ
んさん、野間＠ヒューメイアさん、小島肇さん、加藤泰文さん、松
本＠日本テレコムさん、Sei Hondaさん、藤本さん、小島建也さ
ん、吉野さん他、MLに参加くださった皆様

• また今後ともよろしくお願いいたします。
– WGはCloseしますが、必要な議論は janog@janogで。
– 苦情、問い合わせは、secretariat@janog.gr.jpへ。


